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○
文
部
科
学
省
令
第

号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
法
附
則
第
二

条
第
二
項
及
び
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
一
条

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
作
成
に

つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

法
第
十
四
条
第
二
項
の
監
査
を
行
う
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

監
査
法
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び

監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及

び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。
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一 

当
該
学
校
法
人
の
理
事
、
監
事
及
び
職
員 

二 
そ
の
他
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者 

（
所
轄
庁
へ
の
提
出
書
類
） 

第
二
条 

法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
へ
の
書
類
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
活
動
収
支
内
訳
表 

二 

資
金
収
支
内
訳
表 

三 

人
件
費
支
出
内
訳
表 

四 

人
件
費
支
出
内
訳
表
が
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士

又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
そ
の
他
の
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類 

（
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
） 

第
三
条 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
に
は
、
事
業
活
動
収
支
計
算
書
（
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭

和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
十
六
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
活
動
収
支
計
算
書
を
い
う
。
）
に
記
載
さ

れ
る
事
業
活
動
収
入
及
び
事
業
活
動
支
出
並
び
に
基
本
金
組
入
額
の
決
算
の
額
を
次
に
掲
げ
る
部
門
ご
と
に
区
分
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

学
校
法
人
（
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 
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二 

各
学
校
（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
を
含
み
、
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 
研
究
所 

四 

各
病
院 

五 

農
場
、
演
習
林
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
の
規
模
に
相
当
す
る
規
模
を
有
す
る
各
施
設 

２ 

事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
資
金
収
支
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
） 

第
四
条 

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
金
収
支
内
訳
表
に
は
、
資
金
収
支
計
算
書
（
学
校
法
人
会
計
基
準
第
十
六
条
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
資
金
収
支
計
算
書
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載

さ
れ
る
収
入
及
び
支
出
で
当
該
会
計
年
度
の
諸
活
動
に
対
応
す
る
も
の
の
決
算
の
額
を
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
部
門

ご
と
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
部
門
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
二
以
上
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
学
部

（
当
該
学
部
の
専
攻
に
対
応
す
る
大
学
院
の
研
究
科
、
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
、
二
以
上
の
学
科
を
置
く

短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
学
科
（
当
該
学
科
の
専
攻
に
対
応
す
る
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
、
二
以
上
の
課
程

を
置
く
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
課
程
（
当
該
課
程
に
対
応
す
る
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
細
分
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
部
の
専
攻
に
対
応
し
な
い
大
学
院
の
研
究
科
は
大
学
の

学
部
と
み
な
す
。 
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３ 
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
置
く
大
学
院
の
研
究
科
は
大
学
の
学
部
と
み
な
す
。 

４ 

通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
に
係
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
を
担
当
す
る
機
関
は
大

学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
と
み
な
す
。 

５ 

資
金
収
支
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
人
件
費
支
出
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
） 

第
五
条 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
人
件
費
支
出
内
訳
表
に
は
、
資
金
収
支
計
算
書
に
記
載
さ
れ
る
人
件
費
支
出
の
決

算
の
額
の
内
訳
を
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
部
門
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

人
件
費
支
出
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項

（
法
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
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の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等

（
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
会
計
年
度
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
学
校
法

人
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
、
収
支
予
算
書
及
び
監
査
報
告
書
の
作
成
及

び
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
に

対
す
る
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
規
定
中
学
校
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法

附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

２ 

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
第
一

条
及
び
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
一
条
第
一
項 

第
十
四
条
第
三
項 

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
十
四
条
第
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三
項 

第
一
条
第
二
項 

第
十
四
条
第
二
項 

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
十
四
条
第
二
項 

第
二
条 
第
十
四
条
第
四
項 

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
十
四
条
第
四
項 

所
轄
庁 

都
道
府
県
知
事 

（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
の

特
別
の
会
計
に
係
る
書
類
の
作
成
方
法
等
） 

第
四
条 

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
は
、
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
会
計
に

つ
い
て
、
学
校
法
人
会
計
基
準
の
規
定
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
並
び
に
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
並
び
に
収
支
予
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
会
計
に
つ
い
て
、
学
校

法
人
会
計
基
準
の
規
定
又
は
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
基
準
に
従
い
、
会
計
処
理
を
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行
い
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
並
び
に
収
支
予
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二

条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
学
校
法
人
会
計
基
準
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
の
規
定
の
う
ち

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
一
条
第
二
項 

法

第

百

五

十

二

条

第

五

項

の

専

修

学

校

又

は

各

種

学

校

の

設

置

の

み

を
目
的
と
す
る
法
人
を
含
む
。 

私

立

学

校

振

興

助

成

法

（

昭

和

五

十

年

法

律

第

六

十

一

号

）

附

則

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

学

校

法

人

以

外

の

私

立

の

幼

稚

園

の

設

置

者

等

で

あ

つ

て

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

特

別

の

会

計

の

経

理

を

す

る

も

の

及

び

同

法

附

則

第

二

条

の

二

第

一

項

の

社

会

福

祉

法

人

で

あ

つ

て

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

特

別

の

会

計

の

経

理

を

す

る

も
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の

を

含

む

。

第

四

項

、

第

五

項

、

第
四
章
及
び
第
六
章
を
除
き
、 

会

計

帳

簿

、

計

算

書

類

（

貸

借

対

照

表

及

び

収

支

計

算

書

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

及

び

そ

の

附

属

明

細
書
並
び
に
財
産
目
録 

計

算

書

類

（

貸

借

対

照

表

及

び

収

支

計

算

書

を

い

う

。

以

下

同

じ
。
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書 

第
六
条
第
一
項 

法

第

百

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り
学
校
法
人
が
作
成
す
べ
き 

私

立

学

校

振

興

助

成

法

附

則

第

二

条

第

三

項

又

は

第

二

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

特

別

の

会

計

に

係
る 

第
八
条
第
二
項 

定
額
法 

定
額
法
又
は
定
率
法 

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号 

設
立
当
初
に
取
得
し
た 

私

立

学

校

振

興

助

成

法

附

則

第

二

条

第

三

項

又

は

第

二

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

特

別

の

会

計

を

設
け
た
際
に
有
し
て
い
た 
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第
十
六
条
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項 

法
第
百
三
条
第
二
項 

私

立

学

校

振

興

助

成

法

附

則

第

二

条

第

二

項

又

は

第

二

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項 

第
四
十
八
条 

都

道

府

県

知

事

を

所

轄

庁

と

す

る

学

校

法

人

（

会

計

監

査

人

を

置

く

も

の

を

除

く

。

以

下

「

会

計

監

査

人

非

設

置

知

事

所

轄

学

校

法

人

」

と
い
う
。
） 

学
校
法
人 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
別
表
第

一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

会

計

監

査

人

非

設

置

知

事

所

轄

学

校
法
人 

学
校
法
人 

４ 

法
附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社

会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
処
理
（
資
金
収
支
計
算
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
（
資
金
収
支
計
算
書
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
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細
書
並
び
に
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
作
成
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
に
規

定
す
る
会
計
年
度
の
末
日
に
有
し
て
い
る
資
産
に
係
る
評
価
及
び
減
価
償
却
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
学
校
法
人
会
計
基
準
第
七
条
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第 

 
 

号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
第

一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
九
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
助
成
を
受
け
る
協
力
学
校
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
条
中
「
法
第
十

四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
私
立
学
校
振
興

助
成
法
第
十
四
条
第
四
項
本
文
」
と
、
「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
、
同
令
第
一

号
様
式
中 
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「

」
と
あ
る
の
は 

「

」
と
、
同
令
第
二
号
様
式
中 

「

」
と
あ
る
の
は 

「

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る
。 

 



第一号様式（第３条関係）

（単位　円）

　　       　部　門 (何) (何) 研究 (何)

科　目 大学
幼稚
園

所 病院

 学生生徒等納付金

授業料

入学金

実験実習料

施設設備資金

（何）

 手数料

入学検定料

試験料

証明手数料

（何）

 寄付金

特別寄付金

一般寄付金

現物寄付

 経常費等補助金

国庫補助金

地方公共団体補助金

（何）

 付随事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

（何）

 雑収入

施設設備利用料

廃品売却収入

（何）

 教育活動収入計 

 人件費

教員人件費

職員人件費

役員報酬

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事　業　活　動　収　支　内　訳　表

年　月　日から
年　月　日まで

学校
法人

総額



退職給与引当金繰入額

退職金

（何）

 教育研究経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

減価償却額

（何）

 管理経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

減価償却額

（何）

 徴収不能額等

徴収不能引当金繰入額

徴収不能額

 教育活動支出計 

教育活動収支差額 

 受取利息・配当金

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

 その他の教育活動外収入

 収益事業収入

（何）

 教育活動外収入計 

 借入金等利息

借入金利息

学校債利息

 その他の教育活動外支出

（何）

 教育活動外支出計 

教育活動外収支差額 

経常収支差額 

 資産売却差額

（何）

 その他の特別収入

施設設備寄付金

現物寄付

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

事
業
活
動
収

事
業
活
動
支
出
の
部



施設設備補助金

過年度修正額

（何）

 特別収入計 

 資産処分差額

（何）

 その他の特別支出

災害損失

過年度修正額

（何）

 特別支出計

特別収支差額

 基本金組入前当年度収支差額　

 基本金組入額合計  △  △  △  △  △  △  △  △

 当年度収支差額

（参考）

 事業活動収入計

 事業活動支出計

（注）１　学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。

　　　２　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式による

　　　　ものとする。

　　　３　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式による

　　　　ものとする。

      ４　どの部門の事業活動収入又は事業活動支出であるか明らかでない事業活動収入又は事業

      　活動支出は、教員数又は在籍者数の比率等を勘案して、合理的に各部門に配付する。

特
別
収
支

収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部



第二号様式（第４条関係）

（単位　円）

                　　   部    門 (何) 研究(何)

 科    目
(何)
学部

計
幼稚
園

所 病院

 学生生徒等納付金収入

授業料収入

入学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

（何）

 手数料収入

入学検定料収入

試験料収入

証明手数料収入

（何）

 寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

 補助金収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

（何）

 資産売却収入

施設売却収入

設備売却収入

有価証券売却収入

（何）

 付随事業・収益事業収入

補助活動収入

附属事業収入

資　金　収　支　内　訳　表

年　月　日から
年　月　日まで

収　入　の　部

学校
法人

(何)大学
総額



受託事業収入

収益事業収入

（何）

 受取利息・配当金収入

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金収入

 雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

 借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

計

（単位　円）

                　　   部    門 (何) 研究(何)

 科    目
(何)
学部

計
幼稚
園

所 病院

 人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

（何）

 教育研究経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

（何）

支　出　の　部

学校
法人

(何)大学
総額



 管理経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

（何）

 借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

 借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

 施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

(何)

 設備関係支出

教育研究用機器備品支出

管理用機器備品支出

図書支出

車両支出

ソフトウェア支出

(何)

計

（注）１　学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。

　　　２　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式による

　　　　ものとする。

　　　３　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式による

　　　　ものとする。

      ４　どの部門の収入又は支出であるか明らかでない収入又は支出は、教員数又は在学者数の

      　比率等を勘案して、合理的に各部門に配付する。



第三号様式（第５条関係）

（単位　円）

                    部    門 (何) 研究 (何)

 科    目
(何)
学部

計
幼稚
園

所 病院

 教員人件費支出

本務教員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

(何)

兼務教員

 職員人件費支出

本務職員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

(何)

兼務職員

 役員報酬支出

 退職金支出

教　員

職　員

 （何）

計

（注）１　学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。

　　　２　どの部門の支出であるか明らかでない人件費支出は、教員数又は職員数の比率等を勘案

　　　　して、合理的に各部門に配付する。

人　件　費　支　出　内　訳　表

年　月　日から
年　月　日まで

学校
法人

(何)大学

総額




